
平成 26年 9月 11日 

各  位 

渡 島 信 用 金 庫 

 

不祥事件発生のお知らせとお詫びについて 
 

この度、誠に遺憾ながら、当金庫の職員による不祥事件が発生いたしましたので、ご

報告申し上げます。 

当金庫といたしましては、社会的・公共的役割を担い、高い信用を求められる金融機

関として、このような事態を招きましたことを厳粛に受け止め、役職員一同深く反省し

ております。日頃から、ご支援とご愛顧を賜っております地域の皆さま、お取引を頂い

ているお客さま、会員の皆さまをはじめ関係各位の方々に多大なご迷惑をおかけしたこ

とを、心より深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 
1．不祥事件の概要 
 
（1）発 生 店   砂 原 支 店・本店営業部 

（2）事 故 者   当金庫 元職員（45歳） 

           当 時  砂原支店 次長、本店営業部 外務課長 

（3）事件の概要   中古住宅購入資金を借りているが、ローンの引落しがされてい

ないとのお客様からの苦情があり、事故者に事情を聴取した結

果、横領及び不正流用やお客様への立替払い等を認めたことか

ら、発覚しました。 

           また、有印私文書偽造による残高証明書を発行していたことも

判明しました。 

（4）発 覚 日   平成 26年 5月 2日 

 



（5）事 故 金 額   累計事故金額   ¥326,536円 横領等 

           累計事故金額  ¥5,475,320円 不適切な立替 

（6）実損見込額   0円（事故金額については、事故者より弁済済です） 
 
2．各関係機関への届出 

  事件発覚後速やかに、監督官庁等関係機関への報告、届出を行いました。また、警

察にも通報しております。 

 

3．お客様への対応 

  被害に遭われたお客様に対し、経緯を説明の上、深くお詫びを申し上げ、被害額全

額を補填させていただいております。 

 

4．関係者の処分について 

  事故者については、平成 26年 8月 6日付で懲戒解雇処分と致しました。 

  また、経営責任、監督責任等を明確にするため、役員及び関係職員に対し、厳正な

処分を実施致しました。 

 

5．今後の再発防止策等 

  この度の不祥事件を厳粛に受け止め、今後は、不祥事件の再発防止に向けて、内部

管理態勢の一層の充実、強化と法令等遵守態勢の確立に役職員一丸となって、皆様か

らの信頼回復に努めてまいります。 

 

6．本件に関するお問い合わせ先 

   渡島信用金庫  経営監査部 

    電話番号 01374‐2‐2024 

    （土・日・祝日を除く午前 8時 45分 ～ 午後 5時 30分） 

以  上 

 


